
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家賠償法に基づく損害賠償請求事件に係る 

判決に関する市長コメント 

 

１ 判決内容 

令和３年４月28日に、日高市議田中まどか氏が日高市を相手取り訴えていた、「国

家賠償法に基づく損害賠償請求事件」の判決がさいたま地方裁判所川越支部におい

てあり、「棄却」との判決が言い渡されました。 

 

２ 日高市長谷ケ﨑照雄コメント 

本日（６月30日）、さいたま地方裁判所川越支部において、国家賠償法に基づく

損害賠償請求事件に関する「判決」が言い渡されました。 

判決につきましては、原告の訴えが「棄却」され、本市の主張が認められたもの

と受け止めております。 

本市といたしましては、引き続き適切な行政運営に努めてまいります。 

 

※なお、判決確定までには、２週間程度を要します。 
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